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日頃から市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 
 

八王子市では、持続可能な公共施設の在り方を検討しており、その一つである「八王子

市恩方老人憩の家」（以下、憩の家という）を利用されている皆様へのアンケート調査を実

施いたします。 
 

お忙しいところ恐れ入りますが、調査へのご協力をよろしくお願いします。 

 

問い合わせ先 八王子市福祉部高齢者いきいき課 元気応援担当 
       電話：042-620-7243  ＦＡＸ：042-623-6120 

 

まず、本アンケート実施の趣旨や、施設の在り方を 

検討するに至った背景などについてご説明します。 

≪アンケート実施の趣旨≫ 

今後の市の財政見通しについて、生産年齢人口の減少により納税義務者も減少する

ことから、市税を中心とする一般財源収入は減少する見通しです。一方で、高齢化のさら

なる進展により社会保障関連経費等の支出は増加する見通しです。このように、収入と

支出のギャップが拡大していくことで、市の財政を取り巻く環境は益々厳しくなっていく

ことが予想されます。 

以下は、日本全体の社会保障費の推移を表したグラフですが、年々増加しており、今

後もさらに増加することが予想されています。八王子市においても同様の傾向となって

いますが、税収は減少するため、増加する高齢者へのサービスを充実させるためには、

収入と支出のギャップ解消に向けた財政状況改善に資する取組が必須となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、本アンケート実施の趣旨をご説明します。 

八王子市恩方老人憩の家に関するアンケート② 

医療 

年金 

福祉その他 

【日本における社会保障費の推移】 

1950 
（昭和 25） 

（令和 4年 3月 
内閣官房作成資料より） 

2021 
（令和 3） 
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その中では、老朽化が進んでいる公共施設についても、これまでと同様のサービス水

準を維持するため、多額の費用をかけて建て替えや大規模修繕を実施して施設運営を

継続していくことは不可能であり、中長期的な視点に立って施設の複合化・統廃合など

の再編を行う必要が生じています。 

一方、高齢者の就労率は年々上昇し、それに伴い高齢者世帯の平均所得金額も上昇

していることから、余暇に充てる時間が減少するとともに、余暇に充てる資金は充実して

きていると言えます。 

 

【高齢者の就労率の推移（年齢階級別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者世帯※の平均所得金額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のようなデータをもとに、限られた財源を有効活用しながら、今後必要な高齢者サー

ビスを展開するため、憩の家の在り方について外部委員も交えて検討を進めてきたところ、

「公共施設における 60歳以上無料のサービスはなくすべきではないか」という意見がありま

した。 

一方で、「少数ではあるが施設利用者がいるため、施設を廃止する場合はその方々が困ら

ないようにすべき」との意見があったため、施設が廃止となった場合の対応を検討することを

目的とし、本アンケートを実施します。  

（令和 5年度版 
高齢社会白書より） 

（各年度高齢社会白書より） 

※高齢者世帯とは、65 歳以上の者

のみで構成するか、又はこれに 18

歳未満の未婚の者が加わった世帯

をいう。 
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以上のことを踏まえ、以下について回答をお願いします。 

※統計の正確性を確保するため、お一人様一回の回答をお願いします。 

 

問１ 年齢（１つに○） 

(1)60～64 (2)65～69 (3)70～74  (4)75～79  

(5)80～84 (6)85～89 (7)90歳以上 

 

問２ お住いの町名を教えてください。（丁目・番地は不要）→町名：               

 

問３ 性別（１つに○） 

(1)男性 (2)女性 (3)その他 (4)答えたくない  

 

問４ 仮に憩の家が廃止された場合、他の施設等で継続して利用したいサービスはありま

すか。（上位３つに○） 

 

(1)生きがい講座 (2)入浴 (3)カラオケ   (4)囲碁・将棋  

(5)マッサージ器   (6)交流電圧電位治療器 (7)図書閲覧 

(8)部屋貸出 (9)予約なしで利用できるフリースペース 

(10)その他：                                                  

 

問５ 憩の家サービス内容は以下の施設等でも提供されていますが、利用したことはあり

ますか。（利用したことがあるものすべてに○） 

 内容 施設等（例） 

(1) 生きがい講座 市内の民間スポーツジム、書道教室、音楽教

室（ウクレレ）、パソコン教室等 

(2) 入浴 夕やけ小やけふれあいの里 

(3) カラオケ 町会・自治会、市内の民間カラオケ施設 

(4) 囲碁・将棋 恩方市民センター 

(5) マッサージ器 長房ふれあい館（令和 6年 7月 1日～令和 7

年 3月中旬は大規模改修工事のため休館） 

(6) 交流電圧電位治療器 保健福祉センター（大横・南大沢・東浅川） 

(7) 図書閲覧 恩方市民センター図書館 

(8) 部屋貸出 恩方市民センター 

(9) 使ったことはない  

 

問６ 問５で〇をつけなかった項目がある方や、（９）と回答した方にお聞きします。他の施

設等を利用したことがない理由は何ですか。（１つに○） 

(1)利用料がかかるから  (2)車・バス等の交通手段がないから  (3)場所が遠いから 

(4)知らなかったから (5)その他：                                                    

以上のことを踏まえ、以下についてご回答をお願いします。 

※統計の正確性を確保するため、お一人様一回のご回答をお願いします。 
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問７ 仮に憩の家が廃止された場合、困ることは何ですか。 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

ご回答いただいた内容を参考に、令和６年度中に施設の方向性を 

決定のうえ、市民の皆様に結果をお知らせいたします。 

 


